
議案第１１号 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成１９年 ２ 月１４日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

川崎市手数料条例の一部を改正する条例 

川崎市手数料条例（昭和２５年川崎市条例第６号）の一部を次のように改正

する。 

第２条第６号中「又は抄本」を「若しくは抄本又は同法第１１７条の４第１

項の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項

の全部若しくは一部を証明した書面」に改め、同条第８号中「又は抄本」を「若

しくは抄本又は同法第１１７条の４第１項の規定に基づく磁気ディスクをもっ

て調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明し

た書面」に改め、同条第１６７号中「確認申請」の次に「又は同法第１８条第

２項（同法第８７条第１項において準用する場合を含む。）の規定に基づく通

知」を加え、同条中第２４０号を第２４１号とし、第１７４号から第２３９号

までを１号ずつ繰り下げ、同条第１７３号中「に係る計画」を「又は同法第１

８条第２項の規定に基づく通知に係る計画」に、「に対する」を「又は同法第

１８条第２項の規定に基づく通知に対する」に改め、「第１６７号に規定する

額」の次に「（第１６８号に該当する場合にあっては、同号の規定により算定し

た額）」を加え、「第１７１号」を「第１７２号」に改め、同号を同条第１７４



号とし、同条第１７２号中「又は」を「若しくは」に改め、「基づく」の次に

「申請又は同法第８７条の２若しくは同法第８８条第１項若しくは第２項にお

いて準用する同法第１８条第１４項の規定に基づく通知に係る」を加え、同号

を同条第１７３号とし、同条第１７１号中「又は同法」を「若しくは同法」に

改め、「確認申請」の次に「又は同法第８７条の２若しくは同法第８８条第１

項若しくは第２項において準用する同法第１８条第２項の規定に基づく通知」

を加え、同号を同条第１７２号とし、同条第１７０号中「第７条の３第２項」

を「第７条の３第１項」に改め、「基づく」の次に「申請又は同法第１８条第

１７項の規定に基づく通知に係る」を加え、同号を同条第１７１号とし、同条

第１６９号中「第７条の３第２項の規定による」を「第７条の３第１項の規定

に基づく申請又は同法第１８条第１７項の規定に基づく通知に係る」に改め、

「基づく」の次に「申請又は同法第１８条第１４項の規定に基づく通知に係る」

を加え、同号を同条第１７０号とし、同条第１６８号中「基づく」の次に「申

請又は第１８条第１４項の規定に基づく通知に係る」を加え、同号を同条第１

６９号とし、同条第１６７号の次に次の１号を加える。 

(168) 建築基準法第６条第１項の規定に基づく確認申請又は同法第１８条第

２項の規定に基づく通知に係る計画に同法第６条第５項の構造計算適合性

判定を求めることとされる建築物又は建築物の部分（以下この号において

「判定建築物」という。）が含まれる場合における同条第１項の規定に基

づく確認申請又は同法第１８条第２項の規定に基づく通知に対する審査 

ア 判定建築物に係る構造計算が国土交通大臣が定めた方法によるとき。 

１件につき 前号に規定する額に１判定建築物につき次に掲げる判

定建築物の区分に応じ次に規定する額を加えた額 

(ｱ) 床面積の合計が１，０００平方メートル以内の判定建築物 

１５９，０００円 



(ｲ) 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，０００平方メー

トル以内の判定建築物 ２１２，０００円 

(ｳ) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メ

ートル以内の判定建築物 ２４３，０００円 

(ｴ) 床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方

メートル以内の判定建築物 ３２１，０００円 

(ｵ) 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超える判定建築物 

 ５９０，０００円 

イ 判定建築物に係る構造計算が国土交通大臣の認定を受けたプログラム

によるとき。 

１件につき 前号に規定する額に１判定建築物につき次に掲げる判

定建築物の区分に応じ次に規定する額を加えた額 

(ｱ) 床面積の合計が１，０００平方メートル以内の判定建築物 

 １１０，０００円 

(ｲ) 床面積の合計が１，０００平方メートルを超え２，０００平方メー

トル以内の判定建築物 １３７，０００円 

(ｳ) 床面積の合計が２，０００平方メートルを超え１０，０００平方メ

ートル以内の判定建築物 １５０，０００円 

(ｴ) 床面積の合計が１０，０００平方メートルを超え５０，０００平方

メートル以内の判定建築物 １９０，０００円 

(ｵ) 床面積の合計が５０，０００平方メートルを超える判定建築物 

 ３２２，０００円 

第５条中「第２条第２３８号」を「第２条第２３９号」に改める。 

附 則 

この条例は、平成１９年６月２０日までの間において規則で定める日から施



行する。ただし、第２条第６号及び第８号の改正規定は、同月４日から施行す

る。 

 

 

参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

建築物の建築等の計画に構造計算適合性判定を求めることとされる建築物又

は建築物の部分が含まれる場合における当該計画の確認申請に対する審査に係

る手数料について一定の額を加算することとすること、戸籍総合システムの一

部稼働に伴い磁気ディスクをもって調製された戸籍等に記録されている事項の

全部又は一部を証明した書面の交付について手数料を徴収する事務に追加する

こと等のため、この条例を制定するものである。 

 

 




